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本日の予定

１．医師の適正な労働時間管理

２．医師の研鑽時間について

３．追加的健康確保措置



労働時間の適正な把握
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医師の合理的な労働時間の把握
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【落とし穴】

出退勤の打刻

■タイムレコーダーは設置されているものの、医師の打刻漏れがあり、労働時間の把握
が適正に行えず、長時間労働が発生しているか把握ができていない。

⇒丁寧に説明し医師の理解を求める

レコーダーの設置場所の工夫を行う

（医師の意見を反映させ、増設や移設を柔軟に対応し、

医師が打刻しやすい環境を整える）

診療科毎の打刻率を毎月開示し、医局会等様々な会議体で打刻を呼び掛ける。
その結果、打刻率向上（2016年68%⇒2018年92%）

済生会横浜市東部病院（神奈川））

合理的な労働時間の把握：在院時間を正しく客観的に把握するとともに、真に労
働時間とすべき時間とそうでない時間を峻別すること
（直属の上司である医師の責任重大）
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■ビーコンによる管理は、医師の負担が非常に少ない反面、滞在場所による機械的な自
動管理であるため、勤務実態を正確に把握できない可能性がある。

⇒当直時間帯について電子カルテなど、業務が可能なものを当直室に置かないこと
により滞在エリアでの勤務と休息と判別を行う。

当直中の医師の自動集計された実労働時間とこれまでの調査内容を日報報告との
比較検証、実態把握を行っている。

■申請が出てこない、申請理由の未記載、時間外業務に該当しない業務を理由として申請

してくる

⇒・ 院長が決定した方針として周知。

・「原則申請は翌日中までに行うこと」「残務の自由を具体的に記載すること」といった
適正な運用となる工夫・改善を重ねる。

・時間外業務を行った際に必要な記載方法について毎月人事から発信。

・理由未記載・時間外業務に該当しない業務を理由として記載した場合、

所属長や本人に連絡

・時間外に患者を診察した場合は患者IDを入力する

医学研究所 北野病院（大阪）

馬場記念病院（大阪）



労働時間管理
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時間外・休日労働の上限規制 特定医師（診療に従事する医師 ※１）

※１ 産業医、検診センターの医師、裁量労働制（大学における教授研究）等除く

36協定年間上限 年間上限
（各病院での上限） （各医師の通算）

(Ａ水準) 原則(指定なし) 960時間 960時間

連携Ｂ水準 他病院への派遣 960時間 1,860時間

Ｂ水準 地域医療貢献 1,860時間 1,860時間

Ｃ－１水準 臨床／専門研修医 1,860時間 1,860時間

Ｃ－２水準 高度技能習得 1,860時間 1,860時間

長時間労働の理由適用水準



時間外・休日労働の上限時間（副業・兼業）
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異なる水準で副業・兼業を行う場合

●年間の上限時間の起算日は各医療機関の３６協定の起算日

●各医療機関（自院、副業・兼業先）ごとの３６協定上限を守る必要

自院での
適用水準

副業・兼業先での
適用水準

当該医師の
年間上限時間

Ａ水準 Ａ水準 960時間

Ａ水準 特例水準
（連携Ｂ／Ｂ／Ｃ水準）

特例水準
（連携Ｂ／Ｂ／Ｃ水準）

Ａ水準

特例水準
（連携Ｂ／Ｂ／Ｃ水準）

特例水準
（連携Ｂ／Ｂ／Ｃ水準）

1,860時間

出典：「医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A」の解説



時間外・休日労働の上限時間 例
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【ケース２】

ｂ医師 〔連携Ｂ適用〕

３６協定上限

γ病院：主勤務（Ｂ水準） ９６０時間／年

δ病院：副業先（Ａ水準） ９６０時間／年

＜ｂ医師の時間外・休日労働の上限時間＞

γ病院での勤務 ９６０時間／年

δ病院での勤務 ９６０時間／年

ｂ医師 年間上限 １,８６０時間／年

【ケース１】

ａ医師 〔Ｂ水準適用〕

３６協定上限

α病院：主勤務（Ｂ水準） １,８６０時間／年

β病院：副業先（Ａ水準） ９６０時間／年

＜ａ医師の時間外・休日労働の上限時間＞

α病院での勤務 １,８６０時間／年

β病院での勤務 ９６０時間／年

ａ医師 年間上限 １,８６０時間／年



転職の場合
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出典：「医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A」の解説
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本日の予定

１．医師の適正な労働時間管理

２．医師の研鑽時間について

３．追加的健康確保措置



医師の研鑽の概要
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医師の研鑽と労働時間（イメージ図）
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具体例

研鑽の具体例



労働時間かどうかを明確にするための手続き
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労働時間かどうかを明確にするための環境の整備
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自己研鑽ルールのまとめ
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医師の研鑽に関するＱ＆Ａ



参考 １

時間外対象となる業務
①緊急手術、緊急検査、緊急処置、血漿交換・緊急透析など
②急患、急変、重症管理
③麻酔
④病理解剖

時間外手当の対象とならない自己研鑽の業務
①学会発表のためのカンファランス及び準備作業
②その他学会発表用務に関するもの
③院内勉強会（必須以外のもの）
④単なる病棟業務（重症、急変、当日入院患者管理以外の場合）及び病棟からの要請がない場合の

患者管理・病棟業務
⑤診察に直接関係のない資料整理のための居残り 等

（出典）「これだけは準備しておきたい『医師の働き方改革』2024年4月14渡辺徹氏

（千葉大学客員准教授・前日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院事部⾧

行為者を限定する

⑤手術当日の術後管理（術者または管理実施者のみ）
⑥定期手術の延⾧（術者、第一助手、第二助手のみ）
⑦予定検査の延⾧（術者、第一助手のみ）
⑧科で決めた公式の当日当番・回診（原則1名）
⑨画像読影

チーム制導入

自発的出勤の禁止



参考 ２
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（出典）「これだけは準備しておきたい『医師の働き方改革』2024年4月14渡辺徹氏

（千葉大学客員准教授・前日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院事部⾧
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本日の予定

１．労働時間：医師の適正な労働時間管理

２．医師の研鑽時間について

３．医師健康確保のための新ルール

（１）勤務間インターバル

（２）代償休息

（３）面接指導



医師健康確保のための新ルール <追加的健康確保措置>
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（１）【勤務間インターバル／連続勤務時間制限】

退勤から翌日の出勤までに9時間or18時間以上の継続した

休息時間（インターバル）を確保するルール

連続勤務は15時間 [←日勤、許可のある宿日直勤務]

28時間 [←許可のない宿日直勤務]

（２）【代償休息】 ←（1） が確保できない場合

（３）【面接指導 〔長時間労働医師〕】

1ケ月の時間外・休日労働が100時間以上になることが見込

まれる場合、面接指導を実施



医師健康確保のための新ルール <追加的健康確保措置>
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（１）【勤務間インターバル／連続勤務時間制限】

退勤から翌日の出勤までに9時間or18時間以上の継続した

休息時間（インターバル）を確保するルール

連続勤務は15時間 [←日勤、許可のある宿日直勤務]

46時間 [←許可のない宿日直勤務]

（２）【代償休息】 ←（1）が確保できない場合

（３）【面接指導 〔長時間労働医師〕】

1ケ月の時間外・休日労働が100時間以上になることが見込

まれる場合、面接指導を実施

「勤務間インターバル／
連続勤務時間制限，代償休息」
⇒Ｂ／Ｃ水準医師：義務
Ａ水準医師 ：努力義務

「面接指導〔長時間労働医師〕」
⇒Ｂ／Ｃ水準医師：義務
Ａ水準医師 ：義務



勤務間インターバルの基本ルール①（通常の日勤の場合）



勤務間インターバルの基本ルール①（許可あり宿日直従事の場合）



勤務間インターバルの基本ルール②（許可のない宿日直に従事する場合）



代償休息の基本ルール



勤務間インターバルが確保された働き方のイメージ
（ C1水準が適用される臨床研修医 ）



例外 連続15時間を超える業務に従事する場合



◆関連ＱＡ◆

＜代償休息＞



◆関連ＱＡ◆



◆関連ＱＡ◆

オンコール待機時間を勤務間インターバルとして取り扱うことはできるのか。
また、当該時間を代償休息の時間として充てることはできるのか。

（答）オンコール待機時間が労働時間に該当するか否かは、オンコール待機中に求められ
る義務態様が、医療機関ごと、診療科ごとに様々であることから、

• 呼び出しの頻度がどの程度か、
• 呼び出された場合にどの程度迅速に病院に到着することが義務付けられているか、
• 呼び出しに備えてオンコール待機中の活動がどの程度制限されているか
等を踏まえ、オンコール待機時間全体について、労働から離れることが保障されているか
どうかによって、個別具体的に判断されることに留意すること。
そのうえで、オンコール待機時間が労働時間に該当しない場合は、当該時間を勤務間
インターバルや代償休息を確保する時間として充てることができる。
なお、代償休息については、疲労回復に効果的な休息の確保の観点から、 オンコールか
らの解放等、業務から切り離された状況において確保される ことを想定している。そのた
め、オンコール待機時間を代償休息の時間に充てることについては、当該観点に十分留意
するとともに、勤務医の理解 促進のため、各病院又は診療所において十分に周知すること
が適当であること。

厚生労働省ホームページより



勤務間インターバルと代償休息の付与に向けた準備について



勤務間インターバルと代償休息の付与に向けた準備について



勤務間インターバルと代償休息の付与に向けた準備について



面接指導〔長時間労働医師〕
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Ｂ／Ｃ水準適用医師の 月の時間外・休日労働が

100時間以上になることが見込まれる場合、面接指導を実施

① 時間外・休日労働が月100時間以上になる前に要受診

② 本人希望の要件なし（←①の時間要件で強制）

※従来の面接指導（労働安全衛生法）

時間外・休日労働が月80時間超＋疲労蓄積＋本人希望

Ａ水準医師：時間外・休日労働が月100時間以上になった後、
遅滞なく 面接指導 を受診しなければならない
（※事前確認で疲労蓄積の場合、月100時間前）



面接指導〔長時間労働医師〕
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疲労の蓄積が認められる場合 ＜A水準医師面接指導＞

① 前月の時間外・休日労働：１００時間以上

② 直近２週間の１日の平均睡眠時間：６時間未満

③ 疲労蓄積度チェック：自覚症状Ⅳまたは負担度点数４以上

④ 面接指導の希望：有

⇒①～④のいずれかひとつでも該当



面接指導〔長時間労働医師〕
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出典：医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド（厚労省）



よくある質問（兼業・副業 面接指導等）
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Q．複数医療機関に勤務する医師について、月の労働時間数が一定基準を超えた医師に対す
る追加的健康確保措置としての面接指導及び就業上の措置は、どの医療機関で実施する必
要があるのでしょうか。



千葉県医療勤務環境改善支援センター
医療労務管理相談コーナー

TEL・FAX 043-304-5393
（平日9：00～17：00）

email： chiba@task-iryo.com

電話相談・アドバイザー派遣・研修講師派遣
無料

千葉県医療勤務環境改善支援センター



ご清聴ありがとうございました。

レジュメ作成協力 医療労務管理アドバイザー 熊谷一郎
藤井 洋


